
 

 

 
 

 

 
拡
大
統
一
行
動 

新
設
法
人
に
訪
問
活
動 

4
月
7
日
に
拡
大
統
一
行
動
を
行
い
ま
し
た
。
イ
ン
ボ
イ
ス
の

た
め
法
人
設
立
に
よ
る
消
費
税
の
免
税
期
間
を
使
っ
て
の
節
税
が
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
2
割
特
例
は
適
用
で
き
る
た
め
節
税
の

最
後
の
機
会
と
い
う
こ
と
も
あ
り
法
人
設
立
が
増
え
て
い
ま
す
。
設

立
さ
れ
て
1
年
以
内
の
株
式
会
社
や
合
同
会
社
の
リ
ス
ト
を
作
っ

て
訪
問
。
事
務
所
な
ど
が
多
い
こ
と
か
ら
対
面
し
て
話
す
こ
と
は
で

き
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
民
商
の
活
動
案
内
や
商
工
新
聞
の
見
本
誌

を
封
筒
に
い
れ
て
投
函
し
て
回
り
ま
し
た
。
外
か
ら
見
て
も
わ
か
ら

な
い
一
戸
建
て
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
本
店
所
在
地
に
し
て
い
る
会

社
も
多
く
、
江
坂
で
は
デ
ス
ク
だ
け
の
ス
モ
ー
ル
オ
フ
ィ
ス
が
少
な

く
と
も
3
か
所
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。 

 

定
額
減
税
に
つ
い
て 

今
年
6
月
の
従
業
員
や
会
社
役
員
の
給
与
か
ら
源
泉
す
る
所
得

税
や
住
民
税
の
徴
収
事
務
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

所
得
税
の
取
り
扱
い 

今
年
6
月
以
降
の
源
泉
徴
収
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
6
月
分
の

源
泉
徴
収
税
額
か
ら
順
次
控
除
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
金
額
分
に
到
達

す
る
ま
で
源
泉
徴
収
が
発
生
し
ま
せ
ん
。 

住
民
税
の
定
額
減
税 

給
与
の
特
別
徴
収
は
今
年
6
月
分
が
発
生
し
ま
せ
ん
。
7
月
か

ら
翌
年
3
月
ま
で
の
11
か
月
で
定
額
減
税
分
が
控
除
さ
れ
た
住
民

税
を
11
分
割
さ
れ
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
は
今
年
10
月
支
給
分
か
ら
控
除
さ
れ
、
控
除
し
き
れ
な
い
場
合

は
12
月
分
以
降
が
順
次
控
除
さ
れ
ま
す
。
減
税
の
対
象
は
所
得
割

分
の
み
で
す
。
均
等
割
や
森
林
環
境
税
は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

伝
言
板 

吹
田
民
主
商
工
会
第
61
回
定
期
総
会 

吹
田
商
工
協
同
組
合
第
49
回
定
期
総
代
会 

日
時 

6
月
28
日
（
金
）
19
時
00
分
（
開
場
18
時
30
分
） 

場
所 

吹
田
民
商
会
館 

代
議
員
は
各
支
部
の
定
期
総
会
で
行
な
い
ま
す
。
参
加
し
て
い
た
だ

け
る
方
は
支
部
役
員
会
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

無
料
法
律
相
談 

4
月
18
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
出
張
相
談
会
で
す
。
相
談
を
希
望
さ
れ

る
方
は
必
ず
予
約
の
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

パ
ソ
コ
ン
記
帳
講
習
会 

4
月
19
日
（
金
）
19
時
00
分 

参
加
さ
れ
る
方
は
市
販
の
会
計
ソ
フ
ト
（
弥
生
会
計
ア
プ
リ
版
）
を

イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

定
額
減
税
と
電
子
帳
簿
保
存
法
の
対
策
交
流
会 

4
月
22
日
（
月
）
14
時
00
分 

4
月
23
日
（
火
）
10
時
00
分 

4
月
26
日
（
金
）
19
時
00
分 

資
金
繰
り
・
融
資
制
度
の
案
内 

コ
ロ
ナ
資
金
繰
り
支
援 

6
月
末
ま
で
延
長 

政
府
は
民
間
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
の
返
済
開
始
の
最
後
の
ピ
ー
ク
（
本

年
4
月
）
に
万
全
を
期
す
た
め
、
コ
ロ
ナ
資
金
繰
り
支
援
を
本
年

6
月
末
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
信
用
保
証
制
度
の
コ

ロ
ナ
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
4
号
（
借
換
目
的
の
み
）
と
コ
ロ

ナ
借
換
保
証
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
コ
ロ
ナ
特
別
貸
付
（
借
換
目

的
の
み
）
が
対
象
で
す
。 

 

大
阪
保
証
協
会 

事
業
者
選
択
型
経
営
者
保
証
非
提
供
制
度 

大
阪
保
証
協
会
が
法
人
企
業
を
対
象
と
し
た
、
経
営
者
保
証
を
不

要
と
す
る
保
証
制
度
の
取
り
扱
い
を
始
め
ま
す
。
保
証
料
が
上
乗
せ

（
0
・
25
％
も
し
く
は
0
・
45
％
）
に
な
り
ま
す
が
、
上
乗
せ

分
の
一
部
は
国
か
ら
補
助
が
あ
り
ま
す
。 

要
件
と
し
て
過
去
2
年
間
決
算
書
等
を
申
込
金
融
機
関
に
提
出

し
て
い
る
こ
と
、
直
前
の
決
算
で
代
表
者
な
ど
に
貸
付
金
等
の
金
銭

債
権
が
な
く
、
役
員
報
酬
、
賞
与
、
配
当
な
ど
金
銭
の
支
払
い
が
社

会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
額
を
超
え
て
い
な
い
必
要
が
あ
り
ま

す
。
加
え
て
直
前
決
算
で
債
務
超
過
で
な
い
、
も
し
く
は
直
前
2

期
の
決
算
に
お
い
て
減
価
償
却
前
経
常
利
益
が
連
続
し
て
赤
字
で
な

い
こ
と
の
ど
ち
ら
か
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た

継
続
し
て
申
込
金
融
機
関
へ
の
決
算
書
の
提
出
お
よ
び
代
表
者
等
へ

の
貸
付
金
等
を
行
わ
な
い
こ
と
や
役
員
報
酬
が
社
会
通
念
上
適
切
な

範
囲
内
を
超
え
な
い
こ
と
の
誓
約
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

労
働
保
険
の
加
入
手
続
き
を 

労
働
保
険
は
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
二
つ
の
保
険
を
合
わ
せ
た

総
称
で
す
。
従
業
員
が
一
人
で
も
い
れ
ば
雇
用
形
態
を
問
わ
ず
労
働

保
険
の
加
入
が
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
民
商
の
事
務
組
合
で
対
応

で
き
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

労
災
保
険 

必
ず
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
労
災
保
険
で
す
。
こ
れ
は
労
働

者
が
労
働
中
も
し
く
は
通
勤
中
に
事
故
に
遭
い
、
受
傷
し
た
場
合
に
、

雇
用
し
て
い
た
事
業
主
が
治
療
費
や
休
業
中
の
賃
金
の
保
障
を
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
公
的
な
保
険
で
す
。

事
故
が
発
生
し
た
際
に
加
入
を
怠
っ
て
い
た
場
合
で
も
労
災
保
険
に

よ
る
補
償
は
行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
労
働
基
準
監
督
署
は
加
入
を
怠

っ
て
い
た
事
業
主
に
対
し
て
、
保
障
し
た
額
の
全
額
も
し
く
は
一
部

を
徴
収
し
ま
す
。
労
災
事
故
で
保
障
が
起
き
る
場
合
は
大
き
な
金
額

に
な
り
ま
す
。 

雇
用
保
険 

労
働
者
の
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
加
入
が
必
要
に
な
る
の
が
雇
用
保

険
で
す
。
加
入
要
件
は
1
か
月
以
上
雇
用
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ

と
、
週
当
た
り
の
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
労
働
者
が
自
己
都
合
や
会
社
都
合
で
失
業
し
た
場
合
や

出
産
や
介
護
な
ど
に
よ
る
休
業
の
場
合
や
、
災
害
や
経
済
危
機
な
ど

に
よ
る
景
気
変
動
な
ど
で
事
業
活
動
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合

に
雇
用
を
維
持
す
る
た
め
の
助
成
制
度
も
あ
り
ま
す
。 

 


